
吉富町技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針 

 

平成２０年３月策定 

 

１ 現状(平成１９年４月１日現在） 

（１）職種ごとの人数、平均年齢、平均給与等及び民間従業員データ 

区分 公務員 民間 Ａ／Ｂ 

全体 

 

職員数 

６ 

平均年齢 

35.9 

平均給料月額  円 

230,683 

平均給与月額 円 

２３３，５３３ 

対応する民間の類似職種 

- 

平均年齢 

- 

平均給与月額 

- 

 

- 

給食調理員 ５ 32.0 216,860 ２１７，６８０ 調理士 39.9 227,000 0.96  

用務員 １ - - - 用務員 53.9 227,200 - 

※１ 「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種の職員の基本給の平均である。 

 ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当等の諸手当の額を合

計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。 

 ３ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成 16 年～１８年の３ヵ年平均） 

 ４ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているもので

はない。 

 

（２）年齢別職員数 

区  分 

２０歳 

未満 

２０歳 

～ 

２３歳 

２４歳 

～ 

２７歳 

２８歳 

～ 

３１歳 

３２歳 

～ 

３５歳 

３６歳 

～ 

３９歳 

４０歳 

～ 

４３歳 

４４歳 

～ 

４７歳 

４８歳 

～ 

５１歳 

５２歳 

～ 

５５歳 

５６歳 

～ 

５９歳 

６０歳 

～ 

 

計 

全 体 ０人 １人 ２人 ０人 ０人 ０人 １人 １人 ０人 １人 ０人 ０人 ６人 

学校給食調理員 ０人 ０人 ２人 ０人 ０人 ０人 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ３人 

保育所給食調理員 ０人 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 １人 ０人 ０人 ０人 ０人 ２人 

 

用務員 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 １人 ０人 ０人 １人 

 

（３）その他給与に関する事項 

  ア 給料表 

     行政職給料表（二）適用 

  イ 手当 

     一般職の職員の例に準じて支給 

  ウ 昇給等 

     一般職の職員の例により、毎年１月１日に前１年間における勤務成績に応じ、４号給

（５７歳を超える場合は２号給）を標準として昇給する。 



２ 基本的な考え方 

技能労務職員の職務の性格や内容を踏まえつつ、国、県、近隣の動向を注視し、適正な給与

制度確立・運用に努めます。なお、住民の理解を得るため、町広報誌や町ホームページを利用

し、積極的に情報提供をするとともに、わかりやすい公表に努めます。 

また、欠員及び退職者の補充については、原則不補充とし、臨時職員の活用等を積極的に行

いながら適正な定員管理に努めます。 

 

３ 具体的な取組内容 

  平成１８年４月に国家公務員に準じた給与構造改革を実施したところであるが、今後も各年

度における、人事院及び県人事委員会の勧告等を踏まえつつ、適正な給与の改定を行います。 

  平成１９年４月現在、技能労務職員は用務員が１名、給食調理員が５名在職しています。給

食調理員については、学校給食調理員及び保育園給食調理員として業務についていますが、学

校給食調理員の学校長期休業中の保育園給食調理員との兼務などを検討し、職員の効率的配置

等に努めます。 

 

４ その他 

  厳しい財政運営が続き、今後もさらに厳しい状況になると予想される中で、技能労務職員に

ついても一般職の職員同様、事務事業の見直しを徹底し、給与・職員数の適正化を図ります。   


